
 

 

                                                                                                   

Economic Trends                                        経済関連レポート 

 グローバル化が輸出型成長を支える構図  発表日：2007年11月22日(木) 

～名目ＧＤＰは輸出が第二位の需要項目に躍進～ 

               第一生命経済研究所 経済調査部 

             担当 熊野英生（℡：5221-5223） 

ＧＤＰ統計で、2007年7～9月に名目輸出が政府最終消費を抜いて、需要項目の第二位に躍進した。日本経済が、

輸出中心に成長していることを象徴する逆転現象である。最近の貿易統計を確認しても、米国経済向けのウエイト

は低下して、アジアやその他の新興国が輸出の伸び率に大きく寄与するようになっている。新興国向けの輸出は、

自動車の普及や建設需要を背景にする部分も大きいので、米国経済の減速の悪影響を受けにくいように思える。新

興国の経済発展の背景には、資源価格高騰がある。今後とも資源価格高騰が進むならば、日本企業はコスト増に悩

まされるだろう。それを緩和するには、新興国向けの輸出を増やすことに効果があるだろう。 
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需要項目の第二位になった輸出 

サブプライム問題で、米国経済の減速が心配されてい

るが、今のところ日本から海外への輸出は好調に伸びて

いる。戦後最長とされる今次景気拡大は、結局のところ、

世界経済が拡大する恩恵によって牽引されているのであ

る。2007年7～9月のGDPは、それを象徴するように、

拡大を続ける輸出のボリュームが、政府最終消費の金額

を上回った（図表1）。これまで名目GDP(季節調整値、

一次QE)の需要項目の中では民間最終消費に次いで政府

最終消費（92.037兆円）の金額が大きかった。輸出

（92.038兆円）は7～9月に政府最終消費を抜いて、二

番目に大きい需要項目になったのである。内需の需要項

目では、輸出はすでに民間設備投資（82.2兆円）をも凌駕している。 
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出所：内閣府「GDP統計」

兆円 (図表1)名目GDPの構成項目の規模比較
1994年初から2.1倍に拡大季節調整値

1994年初から

▲48％に規模縮小

輸出の規模は、過去12年間でちょうど2.0倍になっている。これは年平均6％で成長ペースに換算される。この

間、名目国内総生産は12年間で6.2％しか成長していないので、両者のスピードは実に12倍違うことになる。外需

の影響力は、民間設備投資の振幅が輸出の強い影響を受けていることや、輸出産業から雇用者所得を得ている家計

があることを勘案すると、外需のウエイト以上に大きいはずだ。 

しばしば、私たちは今次景気拡大のことを「外需依存の景気拡大」と揶揄する。しかし、翻って、それに対置さ

れる「内需主導の景気拡大」という存在は、経済成長の理想形として成り立つのか。私たちの多くは、バブル景気

を念頭に、日本経済が内需主導で拡大することを暗黙のうちに仮定しているが、外需を抜きにして高成長が描ける

かどうかは疑問である。もしかすると、バブル期の内需拡大は、戦後日本の経済成長の中で異例の形態でしかない

かもしれない。未来の日本経済が、グローバル化に背を向けて成長のビジョンを描くことは叶わないだろう。 

政策発想にも同様のことが言える。かつて、1969年より「国土の均衡ある発展」が謳われたが、約30年が過ぎて

そのパラダイムは求心力を失った。「内需主導の景気拡大」についても、1986年の前川レポートによって生み出さ

れた昔のパラダイムとして、いずれはグローバル化の進展で姿を消してしまう可能性もある。 



 

 

                                            

グローバル化は米国中心主義から姿を変えるか 

サブプライム問題が、米国経済の成長率を下方屈伸させる懸念が台頭する中で、グローバル化を通じた日本の景

気拡大も試練を迎えている。 

そうした中、日本から海外への輸出について、財務省「貿易統計」をみると、いくつかのことがわかる。ここ半

年以上、米国向け輸出が低迷しているが、それが全体観を決めてはいない（図表2、3）。むしろ、アジアの堅調さ

が日本の輸出を支えていると言われる。筆者もその点は同意するが、もっと別に注目したい点がある。多くの人は、

貿易統計の米国・EU・アジアの３つの区分に関心を払うが、実はその他の地域向けの輸出も重要性が増している。

その他の地域とは、中東、東欧・ロシア、中南米、アフリカ、オセアニアによって構成されている。個別にその他

の地域の輸出（円ベース）の伸び率の内訳をみると、中でもロシア（2007年9月前年比67％増）、中東（同62％）、

東欧（同47％）が高い伸び率になっている。さらに、その他の地域の輸出を、日本の輸出総額の伸び率に対する寄

与度（円ベース）でみると、2007年10月は1/3（34.4％）にも及ぶ。しかも、この寄与度は、年々上昇している。 
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(図表3）輸出の地域別にみた前年比寄与度（円）前年比

寄与度％

出所：財務省「貿易統計」

円表示の前年比寄与度
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出所：財務省「貿易統計」

前年比

寄与度％ (図表2）輸出の地域別にみた前年比寄与度（ドル）

ドル表示の前年比寄与度

 

その他の地域の輸出についての特徴は、米国向け輸出の伸びとは独立して安定的に増えていることである。しば

しば「米国が減速すると、新興国などもその悪影響を免れられない」と指摘されるが、その他の地域の輸出はそう

した影響を受けにくいと考えられる。 
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新興国向けの特徴 
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外　　　需
新興国向けの輸出の中では、一般機械、電気

機械、輸送機械といった加工業種の伸びが目立

つ。実は、マクロ統計の機械受注統計でも、国

内民需よりも外需が上回るような逆転現象が生

じている（図表4）。これは、一般機械の需要

が海外依存度を強めている証拠でもある。 

民　　　需

億円

出所：内閣府「機械受注統計」

（図表4）機械受注の内需と外需の逆転

2006年度上期　/2001年

度上期＝2.14倍そうした一般機械を含めて加工業種の新興国

向け輸出についてその内訳をみてみると、中東

では一般機械の伸び率が特に高くなっている。



 

 

                                                                                                   

ロシア･東欧、中南米では輸送機械の伸びが大きいという特徴がある。これらは、新興国でモータリゼーションが進

んでいたり、社会インフラの整備に向けた建設ラッシュが起こっていることを反映している。国別に一般機械、電

気機械、輸送機械の輸出額を比べてみると、相対的に電気機械が控えめで、輸送機械や一般機械のウエイトが大き

くなっている（図表5）。 

これに対して、中国・ＮＩＥＳなどアジア

諸国については、新興国とは異なって、加工

組立の中で電気機械のウエイトが高い。仮に、

今後、米国経済が景気後退に陥り、世界の電

気機械需要が落ち込んだ場合を考えると、ア

ハイテク機器の生産基地であるアジアの大き

なダメージを免れられないだろう。 
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2006年11月～2007年10月

の累計

(図表5）加工業種の地域別にみた輸出金額

 

世界経済と米国経済 

 現在、サブプライム問題が米国経済に悪影

響を与える効果が、他の国々にどのくらいで

あるかが、エコノミストたちの大きな注目点に

なっている。 

 ここまで見てきたとおり、日本の輸出が米国

経済から受ける影響力は、新興国の台頭によっ

て相対的に小さくなっている。ただし、そうし

た構造変化を過大評価して、日本の輸出が微動

だにしないと判断するのも間違いだろう。おそ

らく真実は、中間にあって、電気機械セクター

などは相対的に影響が大きく、一般機械・輸送

機械などは相対的に影響が小さいと考えられる。

素材産業についても、影響度合いは加工組立よりも小さいと予想される。今後の変化に関しては、そうしたバラン

スをもった分析が重要であろう。 
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出所：IMF「World Economic Outlook」

（2007年10月発表予測）

 今後の世界経済の展望としては、ＩＭＦの経済見通しが参考になる。そこでは、2008年は米国経済がしばらくな

かった位に減速するが、世界経済の成長率は4.8％（2007年5.2％）と堅調な姿が示されている（図表6）。興味深

いのは、ＩＭＦの経済見通しの分析の中で、世界各国の生産変動指数、各国間の成長率の分散、がともに過去最低

まで低下しているという指摘があることだ。これは、各国の経済成長率が堅調なペースに収斂していることを示す

ものである。この収斂傾向が続くとすれば、今後、米国経済が減速感を強めている中で、米国以外の高成長率に収

斂するか、もしくは米国の低成長に収斂するか、のいずれかになろう。 

 

スタグフレーションへの対応 

最後に、新興国向けの旺盛な需要には何があるかを考えてみたい。筆者は有力な要因として、資源価格の高騰が

あると考える。中東･ロシア･南米は、商品市況が高騰するほど、先進国から資源・穀物輸入を通じて巨大な購買力

の移転を受ける。昨今の資源価格高騰は、投機マネーに加えて、米国以外の世界経済の好調を背景にしている。さ

らに、今後、米国が追加利下げを続けていけば、過剰流動性がさらに商品市況などに還流して、資源価格が高騰す
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るだろう。そうなると、先進国から新興国への購買力の移転はますます進むはずだ。 

基本的な構図として、日本企業の中で原油などコストアップで苦しんでいる業種は、世界経済が高成長する「作

用」に伴う「副作用」の方をより強く受けていると理解できる。そうならば、日本企業はよりグローバル化を進め

ることで、エネルギー高騰の副作用を世界経済の拡大という作用によって相殺しなくてはなるまい。米国経済を中

心にスタグフレーションに陥るリスクに対しては、新興国やアジア諸国の内需向けの輸出増によって緩和されてい

くと考えられる。 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


